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専門職大学院設置基準（要綱案）

※準則化に係る事項は、将来構想部会で検討

※ は、「大学院設置基準」に規定されるもの（専門職大学院にも適用。）

※ は、 大学院設置基準により準用される「大学設置基準」に規定されるもの（専門職大学院にも準用）斜体

専門職大学院設置基準要綱（案）

備考

法科大学院設置基準要綱（案）

第一 総論 第十 法科大学院に関する事項

１ 趣旨

専門職大学院設置基準は、設置するのに必要な最

低の基準とするとともに、専門職大学院は、この省

令で定める設置基準より低下した状態にならないよ

うにすることはもとより、その水準の向上を図るこ

とに努めなければならないことを明確にすること。

○ 大学院の課程

大学院における課程は、修士課程、博士課程及び

専門職学位課程とすること。

○ 専ら夜間において教育を行う大学院の課程

大学院には、専ら夜間において教育を行う修士課

程、博士課程及び専門職学位課程を置くことができ

ること。

２ 専門職学位課程の目的 １ 法科大学院の目的

専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職 法曹養成のための教育を行うことを目的とする専門職

業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うこ 大学院は、法科大学院とすること。

とを目的とすること。

３ 専門職学位課程の標準修業年限 ２ 法科大学院の標準修業年限

専門職学位課程の標準修業年限は、２年とするこ 法科大学院の標準修業年限は、３年とすること。

と（ただし、専攻分野の特性により必要があると認

められる場合には、１年以上２年未満の期間とする

ことができること）。

４ 専門職学位課程１年制コース、長期在学コース ３ 長期在学コース

専門職学位課程においては、主として実務の経験 教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専

を有する者に対して教育を行う場合など、教育上の 攻又は学生の履修上のコースに応じ、３年を超えること

必要があると認められる場合には、研究科、専攻又 ができること。

は学生の履修上のコースに応じ、その標準修業年限

は、２年を超えるもの又は１年以上２年未満の期間

とすることができること。

資料３
中央教育審議会大学分科会

大学院部会（第15回 ・）

法科大学院部会（第20回）合同部会

H14.12.10
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第二 教育研究上の基本組織に関する事項

専門職学位課程の教育研究上の基本組織に係る規

定（研究科、専攻等）については、大学院設置基準

の規定を適用すること。

第三 教員組織に関する事項

※教員数を告示で規定１ 教員組織

通常の修士課程の概ね1.5

専門職大学院には、以下の①から③の要件に該当 倍程度の教員数を規定

し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育 法科大学院

上の指導能力があると認められる教員を、専攻ごと ①最低１２人

に、文部科学大臣が別に定める数置くものとするこ ②専任教員１人当たり収

と。 容定員１５人

① 専攻分野について、教育上又は研究上の業績

を有する者

② 専攻分野について、実務の経験を有し、かつ

高度の技術・技能を有する者

③ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験

を有する者

また、その教員は、学部等の専任教員の数に算入

できない教員とすること。（ただし、平成２５年ま

での間に限り、専門職大学院の専任教員の数の３分

の１まで算入できること。）

実務家は概ね３割程度以上２ 実務家教員

（一定の弾力的措置を

上記の教員のうち相当数は、専攻分野における実 講じる。）

務の経験を有する者とすること。

法科大学院

実務家は２割以上

（1）実務家の要件（５年

以上の実務経験）

（2）２／３は年間６単位

以上、運営に責任を

持つ 者で足りる旨を

規定

第四 収容定員に関する事項
法科大学院

収容定員は、教員組織及び施設設備その他の教育 ※収容定員は入学定員に

研究上の諸条件を総合的に考慮し、課程の区分に応 ３を乗じて算出する旨を

じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする 告示で規定

こと。

４ 入学者選抜

法科大学院は、入学者の多様性を確保するため、必要 法科大学院

な措置を講ずるものとすること。 ※資料６参照

また、法科大学院は、入学者の適性を適確に評価する

ため、必要な措置を講ずるものとすること。
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第五 教育方法等に関する事項

１ 教育課程

専門職大学院は、その教育上の目的を達成するた

めに専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系

的に教育課程を編成すること。

法科大学院５ 法科大学院の授業科目の基準

※告示で「法律基本科目

法科大学院は、文部科学大臣が別に定める内容（※） （公法系科目、民事系

の授業科目を開設すること。 科目、刑事系科目）、

実務基礎科目、基礎法

学・隣接科目、展開・

先端科目」の内容を規

定

※告示で、上記の各科目

全般にわたって適切に

授業科目を開設すると

ともに、学生の履修が

教育課程の編成におい

て法律基本科目に偏る

ことのないよう配慮す

べき旨を規定

○ 教育方法の特例

専門職大学院の課程においては、教育上特別の必

要があると認められる場合には、夜間や休業期間中

などにおいて授業を行う等の適当な方法により教育

を行うことができること。

○ 大学設置基準 の準用

専門職大学院の各授業科目の単位、授業日数、授

業期間、授業の方法及び単位の授与、長期にわたる

教育課程の履修並びに科目等履修生については、大

学設置基準の規定を準用すること。

【別途定めるもの以外は、大学院設置基準を適用】

○ 単位

各授業科目の単位数を、専門職大学院において定

めるに当たつては、１単位の授業科目を４５時間の

学修を必要とする内容をもつて構成することを標準

とし、授業の方法に応じ、教育効果、授業時間外に

必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を

計算すること。

① 講義及び演習については、１５時間から３０

時間までの範囲で１単位とすること。

② 実験、実習及び実技については、３０時間か

ら４５時間までの範囲で１単位とすること。
【※ 大学院設置基準において準用する大学設置基準】
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○ 授業期間

１年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を

含め、３５週にわたることを原則とすることとする

とともに、各授業科目の授業は、１０週又は１５週

にわたる期間を単位として行うこと。（ただし、教

育上特別の必要があると認められる場合は、これら

の期間より短い特定の期間において授業を行うこと

ができること。）
【※ 大学院設置基準において準用する大学設置基準】

２ 授業を行う学生数

法科大学院

専門職大学院が一の授業科目について同時に授業 ※少人数教育を基本とし

を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他 、特に法律基本科目につ

の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあ いては概ね50人以下を標

げられるような適当な人数とすること。 準とする旨を告示で規定

。

３ 授業の方法

授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技の

いずれか又はこれらの併用により行うものとすると

ともに、文部科学大臣が別に定めるところにより、

多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う

教室等以外の場所で履修させることができることと

すること。
【※ 大学院設置基準において準用する大学設置基準】

また、専門職大学院においては、その目的を達成

し得る実践的な教育を行うよう事例研究、討論、現

地調査、双方向な授業など適切に配慮しなければな

らないとすること。

この場合において、多様なメディアを高度に利用

して行う授業等は、十分な教育効果が得られる専攻

分野について、当該効果が得られる授業等に関して

実施できること。

４ 成績評価基準等の明示等

専門職大学院は、学生に対して、授業の方法及び

内容、一年間の授業の計画、成績評価及び修了認定

の基準をあらかじめ明示するとともに、成績評価及

び修了認定については、その基準にしたがって適切

に行うものとすること。

５ 教育内容等の改善のための組織的な研修等

専門職大学院は、授業の内容及び方法の改善を図

るための組織的な研修及び研究を実施すること。

○ 単位の授与

専門職大学院は、一の授業科目を履修した学生に

対しては、試験の上単位を与えること。
【※ 大学院設置基準において準用する大学設置基準】
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６ 履修科目の登録の上限

専門職大学院は、学生が各年次にわたつて適切に 法科大学院

授業科目を履修するため、修了要件としての単位数 ※法科大学院においては

について、学生が１年間又は１学期に履修科目とし 、履修科目の登録の上限

て登録することができる単位数の上限を定めること について、１年間につき

。 ３６単位までとすること

を標準とする。

７ 他の大学院における授業科目の履修等 ６ 他の大学院における授業科目の履修等

（単位互換等） （単位互換等）

専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他

生が他の大学院において履修した授業科目について の大学院において履修した授業科目について修得した単

修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件とし 位を、３０単位を超えない範囲で当該法科大学院におけ

て定める単位数の２分の１を超えない範囲で当該専 る授業科目の履修により修得したものとみなすことがで

門職大学院の授業科目の履修により修得したものと きること。

みなすことができること。 また、上記の事項は、学生が、外国の大学院に留学す

また、上記の事項は、学生が、外国の大学院に留 る場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科

学する場合及び外国の大学院が行う通信教育におけ 目を我が国において履修する場合について準用すること

る授業科目を我が国において履修する場合について 。

。準用すること

８ 入学前の既修得単位等の認定 ７ 入学前の既修得単位等の認定

専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当

生が当該専門職大学院に入学する前に大学院におい 該法科大学院に入学する前に大学院において履修した単

て履修した単位を、当該専門職大学院に入学した後 位を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院に

の当該専門職大学院における授業科目の履修により おける授業科目の履修により修得したものとみなすこと

修得したものとみなすことができること。 ができること。

また、入学前の既修得単位を認定できる単位数は

、他の大学院の授業科目について当該専門職大学院 また、入学前の既修得単位を認定できる単位数は、他

において履修したとみなす単位数と合わせて、当該 の大学院の授業科目について当該法科大学院において履

専門職大学院が修了要件として定める３０単位以上 修したとみなす単位数と合わせて、３０単位を超えない

の単位数の２分の１を超えないものとすること。 ものとすること。

○ 長期にわたる教育課程の履修

専門職大学院は、学生が、職業を有している等の

事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわ

たり計画的に教育課程を履修し課程を修了すること

を希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修

を認めることができること。
【※ 大学院設置基準において準用する大学設置基準】

○ 科目等履修生

専門職大学院は、専門職大学院の定めるところに

より、科目等履修生に対し、単位を与えることがで

きること。
【※ 大学院設置基準において準用する大学設置基準】
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８ 法科大学院の修了要件第六 専門職学位課程の修了要件に関する

事項

専門職大学院の課程の修了の要件は、２年（２年 法科大学院の課程の修了の要件は、３年（３年を超え

以外の標準修業年限を定める研究科等にあつては、 る標準修業年限を定める研究科等にあつては、当該標準

当該標準修業年限）以上在学し、当該専門職大学院 修業年限）以上在学し、かつ、９３単位以上を修得する

の定める３０単位以上の修得その他当該専門職大学 こと。

院の定める教育課程を修了すること。

法学既修者について修得したものとみなすことのでき

入学前の既修得単位について認定された者につい る単位数は、入学前の既修得単位及び他の大学院の授業

ては、当該単位の数に相当する一年を超えない範囲 科目について当該法科大学院において履修したとみなす

の期間在学期間を短縮できること。 単位数と合わせて、３０単位を超えないものとすること

。

法学既修者及び入学前の既修得単位について認定され

た者については、３０単位を超えない範囲の単位を修得

したものとみなし、当該単位の数に相当する１年を超え

ない期間、在学期間を短縮することができることとする

こと。

第七 施設及び設備に関する事項

専門職大学院の施設及び設備（講義室等、機械、

器具等、図書等の資料、学部等の施設及び設備の共

用）については、大学院設置基準の規定を適用する

とともに、専門職大学院の目的に照らし十分な教育

効果をあげることができると認められるものとする

こと。

第八 独立大学院に関する事項

専門職大学院の独立大学院に関する事項について

は、大学院設置基準の規定を適用するものとするこ

と。

第九 通信教育を行う大学院に関する事項

メディア授業等について、十分な教育効果が認め

られる専攻分野について、当該効果が認められる授

業等に関して実施できること。

第十一 施行期日

専門職大学院設置基準は平成１５年４月１日から

施行すること。ただし、法科大学院に係る規定は平

成１６年４月１日から施行すること。
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大学院設置基準改正要綱（案）

大学院設置基準改正要綱（案） 備考

第一 大学院設置基準の趣旨

大学院設置基準は、設置するのに必要な最低の基準とするとともに、大学院は、この省令で定める設置基準
より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない
ことと明確にすること。

第二 大学院の課程

大学院における課程として、修士課程、博士課程に加え、専門職学位課程を位置付けること。

第三 専ら夜間において教育を行う大学院の課程

大学院には、専ら夜間において教育を行う修士課程、博士課程に加え、専ら夜間において教育を行う専門職
学位課程を置くことができることとすること。

第四 修士課程の目的

修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は専攻分野における研究能
力とともに高度専門職業能力を培うことを目的とすることを明確にすること。

第五 専門職学位課程修了者の博士課程の修了要件

専門職学位課程を修了した者の博士課程の修了要件は、大学院に５年から当該専門職学位課程の標準修業年
限を差し引いた期間以上在学し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試
験に合格することとすること。

（ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、標準修業年限を１年以上２年未満若
しくは２年とした専門職学位課程を修了した場合は大学院に３年から当該専門職学位課程の標準修業年限を差
し引いた期間以上、又は法科大学院の課程を修了した場合は１年以上在学すれば足りるものとすること。）

第六 専門大学院

専門職大学院設置基準の策定に伴い、専門大学院に係る規定は削除するものとすること。

大学設置基準改正要綱（案）

大学設置基準改正要綱（案） 備考

※ 短期大学設置基準、高等専門学校設第一 教授の資格
置基準、専修学校設置基準についても

同様の改正。教授となることのできる者の資格要件として、専門職学位を有し、当該専門職学位の分野に関する業務上の
実績を有する者を追加すること。

第二 助教授の資格

助教授となることのできる者の資格要件として、専門職学位を有する者を追加すること。

学位規則改正要綱（案）

学位規則改正要綱（案） 備考

第一 専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位

専門職学位は次のとおりとすること。

・ 専門職大学院の課程（法科大学院の課程を除く。）を修了した者に授与する学位 ⇒ 修士（専門職）
［又は（専門職学位）］

・法科大学院の課程を修了した者に授与する学位 ⇒ 法務博士（専門職）［又は（専門職学位）］

第二 専門職学位の学位授与の要件

専門職学位の授与は、専門職大学院を置く大学が、当該専門職大学院の課程を修了した者に対し行うものと
すること。

第三 専攻分野の名称関係

大学は、専門職学位を授与するに当たっては、適切な専攻分野の名称を付記するものとすること。
（ただし、法科大学院の課程を修了した者に学位を授与する場合には、「法務」を付記すること。）


